
低所得の子育て世帯に対する子育て世帯生活支援特別給付金(ひとり親世帯分の給付金を受け取った方を除く)

支給要件確認フローチャート

平成15年4月2日以降(障害児

の場合、平成13年4月2日以

降)令和4年2月28日までに出

生した児童を養育している

方で、令和3年度分の住民税

均等割が非課税ですか。

令和3年4月分の児童手当(公務員を

のぞく)を受給していますか。

(4月分の算定児童となる18歳年度末

までのきょうだいも含む)

※公務員の方は、ご相談ください。

令和3年4月分の特別児童扶養手当

を受給していますか。

給付金の対象となる可能性があ

ります。

支給の対象となる方は、申請が

必要となりますので、福祉課へ

ご相談ください。

家計急変者※1に該当します

か。

今回の給付金は対象外のため、

不支給となります。

給付金の対象となる可能

性があります。

支給の対象となる方は、

申請が必要です。

※1家計急変者とは

新型コロナウイルス感染症の影響を受け、令和3年1月以降の任意の1か月を12か月換算した額が下記表の市町村民税(均等割)非課税相当

の水準未満の方。

給付金の対象です。

登録のある児童手当口座

に振込みます。

給付金の対象です。

登録のある特別児童扶養

手当の口座に振込みます。

ひとり親の方へ

すでにひとり親分として子育て世帯生活支援特別給付金を受け取った方への支給はありません。

ただし、家計急変者として該当する方や令和3年4月以降離婚された方などで要件を満たし、かつ給付金を受け取っていな

い対象児童がいる場合、今回の給付金に該当することがあります。個別に福祉課へご相談ください。

※令和3年3月31日時点

はい

はい

はい

はい

いいえ

いいえ

いいえ

いいえ


